
 

  

【令和５年 休業４日以上の死傷災害発生状況 伊勢署】 

 令 和 ４ 年 令 和 ５ 年 前 年 比 

（ 死 傷 ） 死 亡 死 傷 死 亡 死 傷 

全 業 種  143 1 140 -3 -2.1％ 

製 造 業  22  23 +1 +4.5％ 

建 設 業  16 1 19 +3 +18.8％ 

道路貨物運送業  9  4 -5 -55.6％ 

林 業  2  3 +1 +50.0％ 

小 売 業  25  22 -3 -12.0％ 

社 会 福 祉 施 設  22  15 -7 -31.8％ 

旅 館 業  13  13 ±0 ±0％ 

16

42

9

3
5

7

14

6

12

25

4

31

36

6
3 4

2
5

10
14

20

9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

墜
落
・転
落

転
倒

激
突

飛
来
・落
下

崩
壊
・倒
壊

激
突
さ
れ

は
さ
ま
れ

巻
き
込
ま
れ

切
れ
・こ
す
れ

交
通
事
故

動
作
の
反
動

無
理
な
動
作

左
記
以
外

【全産業・事故の型別】

令和４年 令和５年

令和５年  労働災害発生状況 伊 勢 労 働 基 準 監 督 署 
８ 月 末 速 報 値 

 伊勢労働基準監督署管内（伊勢

市、鳥羽市、志摩市、度会郡）にお

ける令和４年（確定値）の休業４日

以上の死傷者数（新型コロナウイル

ス感染症に係る疾病者を除く。）は

図表のとおり、死亡者数は１人、休

業４日以上の死傷者数は 140 人で

す。 

 死傷災害は全業種合計では、３人

（2.1％）の減少となり、３月以来

５か月ぶりに死傷災害発生件数が昨

年を下回っています。 

 業種別では製造業・建設業・林業

が、事故の型では墜落・転落災害が

大幅に増加しています。 

 10 月は全国衛生週間です。残り

四半期、職場で労働災害を発生させ

ないよう、職場環境を整え、職場の

安全衛生意識を高めるよう努めてく

ださい。 
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【アンダー190伊勢 進捗状況】

令和４年 令和５年（速報値） 基準線（平成27年:過去最少） 単位：人

休 業 ４ 日 以 上 の 死 傷 者 数 
各 月 末 の 推 移 状 況 

単位：人 

令和５年 
９ 月 号 



 
 

 

 全国衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、

職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和 25 年から毎年実

施しており、今年で 74 回目になります。毎年、９月１日から 30 日までを準備期間、10 月１日か

ら 10 月 7 日を本期間とし、様々な取り組みを行います。 

 令和５年度の全国労働衛生週間は令和５年 10 月１日（日）から７日（土）まで、今年のスロー

ガンは、 

「目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場」 

となっています。 

 

 

 

 

 令和５年 10 月 1 日より、トラックでの荷役作業時の昇降設備の設置義務の拡大、保護帽の着用

義務対象の拡大が施行されます。 

 ２トン以上のトラックではほぼ全ての荷役作業において昇降設備の設置、保護帽の着用が必要と

なりますので、運送会社をはじめとしたトラックを利用するすべての事業者の皆様で、まだ対応を

済まされていない方は、急ぎ対応をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 度 「 全 国 労 働 衛 生 週 間 」 

ト ラ ッ ク で の 荷 役 作 業 時 に お け る 

安 全 対 策 が 強 化 さ れ ま す 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和５年 10 月 1 日より、足場の点検時には点検者の氏名・記録・保存が義務化されます。 

 対応を済まされていない事業者の皆様は急ぎ対応をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足 場 の 点 検 義 務 が 強 化 さ れ ま す 


